
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
 
 

の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

C
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
・
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ヨ
刃
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
 
 
 

臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

三
十
一
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
 
 
 

関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

剰
叫
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
 
 

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
 
 

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
 
 

準
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
 
 

二
十
五
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
 
 

準
第
一
一
条
第
六
号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
 
 

割
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
 
 

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

C
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
・
ハ
 
 
（
略
）
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

司
町
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
 
 
 

関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

剰
司
剖
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
 
 

に
係
る
施
設
基
準
 
 

ハ
 
看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
 
 

ロ
 
看
護
職
員
に
よ
り
、
 
 

族
等
に
対
し
て
、
 
 

絡
体
制
を
確
保
し
、
 
 

制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

と
と
す
る
こ
と
。
 
 

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
 
 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
入
所
者
に
対
し
て
、
二
十
四
時
間
連
 
 
 

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
 
 

福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
 
 

ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
 
 
 

護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
 
 

当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
 
 

か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を
行
引
融
 
 

常
勤
の
看
護
職
員
で
配
置
す
る
こ
と
で
足
り
る
こ
 
 

常
勤
の
看
護
師
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
九
月
 
 

名
以
上
配
置
し
、
看
護
に
係
る
責
任
者
を
定
め
て
 
 

又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
 
 

一
四
頁
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三
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

三
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

イ
 
看
護
体
制
加
算
川
イ
を
算
定
す
べ
き
 
 

続
支
援
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

ハ
 
看
護
体
制
加
算
仙
 
 

イ
 
入
所
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

ロ
 
看
護
体
制
加
算
川
ロ
 
 

ロ
 
介
護
福
祉
士
の
数
が
、
 
 

ハ
 
適
所
介
護
費
等
の
 
 

明 
て 

い 

る 

こ 

と 

。  

割 
引 
引 
引 

動 

サ 
ー 

ビ 
ス 

の 

施 

設基準  
里 
・叶 
碓 
加 
址 
施 
“ 
刷 

り 
ー 

l＝ 

ソ、 

曹 

“ 

ヾ 

明 
細  

畑
 
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
 
 

サ 

劉 ー 

ビ 

ス 

の 

施 
設 

基 
準  

福 
祉 
施 
≠“ 

叶 
・・・ 

し 

ソ、 

廿 
ソ、 
け 

H  

山U  

叫 
州 
山川   

な
い
こ
と
。
 
 

障
を
き
た
す
お
そ
れ
 
 

介
護
五
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
五
以
上
 
 

ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
の
 
 

以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

置 
入 
所 
者 
経 
過 
的 
地 
域 
密 
着 
型 
知 
歯 

ぃ  

過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
 
 

い
な
い
こ
と
。
 
 

イ
を
算
定
す
べ
 
 

算
定
方
法
第
十
号
に
規
定
す
 
 

の
あ
る
症
状
若
し
く
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
 
 
 

を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
 
 

常
勤
換
算
方
法
で
、
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
四
若
し
く
は
要
 
 
 

法
第
十
号
に
規
定
す
る
基
準
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
 
 

き
指
定
地
域
密
着
型
 
 

指
定
 
 地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 
 

占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
 
 

入
所
者
の
数
が
六
又
は
そ
 
 

ス
に
お
け
る
看
護
体
制
加
 
 

ス
に
お
け
る
日
常
生
活
継
 
 

る
基
準
に
該
当
し
て
い
 
 

着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 
 

又
は
日
常
生
活
に
支
 
 

介
護
福
祉
施
設
 
 

ニ
ッ
ト
型
旧
措
 
 

に
該
当
し
て
 
 

ホ
 
看
取
り
の
た
め
の
個
室
を
確
保
し
て
い
る
 
 

ニ
 
看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
 
 
て
い
る
こ
と
。
 
 

こ
と
。
 
 

一
五
頁
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「
「
可
矧
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
 
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

ヨ
月
割
 
平
成
十
八
年
四
月
一
目
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
居
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
 
 
 

た
り
の
面
積
が
、
十
二
ハ
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

三
十
六
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

イ
 
常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
、
 
 

ニ
 
看
護
体
制
加
算
㈲
 
 

ロ
 
看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

族
等
に
対
し
て
、
当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
 
 

0
 
 

絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
と
の
連
携
に
よ
り
、
 
 

人
福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
、
 
 

〇  
と
の
連
携
に
よ
り
、
一
 
 
 

看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

又
は
病
院
、
 
 

イ
Ⅲ
に
該
当
す
る
も
 
 

イ
畑
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

ロ
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

ハ
闇
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
 
 

員
を
常
勤
換
算
 
 

診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
 
 

ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
 
 

一
十
四
時
間
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

方
法
で
二
名
以
上
配
置
し
て
い
 
い
 

の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
 
 

又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
 
 
 

福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
 
 

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
 
 

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
 
 

入
所
者
又
は
そ
の
家
 
 

二
十
四
時
間
の
連
 
 

る
こ
と
。
 
 

る
看
取
り
介
護
 
 

ヨ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
 
 
 

加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
～
ハ
 
 
（
略
）
 
 

「
ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
居
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
 
 
 

た
り
の
面
積
が
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
六
頁
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四
十
 
指
定
介
護
福
 
 

3   

一 
慮 
を 

¶瑚 指 行 
う 

こ 
）  

と 

老 福 
人 祉 。  

祉 

福 施 
祉 設 
施 サ 施設サ 

設 ー 

に ビ ービ 

お ス 
ズの 

け に 

る 係 
旧 

ユ る 施設 置 
別 指定 

ッ 

基 
に 

ト 厚 
ケ 生 老 準   
ア 労 護 
に 働 福 

関 大 祉 

す 臣 
る が 

施 
人福祉施設 設 

減 定 サ 
算   め   

）  

が、  ー  

ニ
 
看
取
り
を
行
う
際
に
個
室
又
は
静
養
室
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
配
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 ス
に
お
け
る
日
常
生
 
 活
継
続
支
援
加
算
に
 
 

三
十
一
 
指
定
介
護
老
 
 
 

基
準
 
 

0  

入
所
者
の
数
が
三
叉
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 
 

ロ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
叫
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
 
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 
 

矧
山
川
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

二
十
八
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
 
 

一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
 
 

、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
 
 

び
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（
指
定
介
護
老
人
福
 
 

祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
 
 

令
第
三
十
九
号
。
以
下
 
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
 

第
五
十
【
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
 
 

い
て
周
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
 
 

、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
 
 

第
二
十
五
号
 
 

定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
 
 

り 

㌧
闇
闇
闇
舶
闇
掛
り
l
冊
†
ん
1
 
 

襲
－
細
が
r
も
l
T
 
 

∈
 
L
昌
p
ト
町
編
い
ド
ー
．
－
 
 

イ
 
 

の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

人
福
祉
施
設
に
 
 

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
、
 
 

お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
 
 
る
施
設
 
 

一
七
頁
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四
十
一
 
指
定
 
 

第
十
一
号
」
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

設
基
準
 
 

ニ
 
看
護
体
制
加
算
㈱
ロ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

㈲
 
イ
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

施
設
基
準
 
 

闇
 
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
看
護
職
員
に
よ
り
、
又
は
病
院
、
 
 

㈲
 
イ
旧
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

②
 
看
護
職
員
の
数
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
所
者
の
数
が
二
十
五
又
 
 
 

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
介
護
老
人
 
 
 

福
祉
施
設
基
準
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
 
 
 

福
祉
施
設
に
置
く
べ
き
看
護
職
員
の
数
に
一
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
 
 
 

こ
と
。
 
 

施
設
基
準
 
 

闇
 
イ
闇
及
び
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

川
 
入
所
定
員
が
三
十
人
又
は
五
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

惚  

常 
勤 
の 

看 
護 
師 

を 
一 

名 

以 
上 

配 

置 
し 

て 
い 

る 

と 

㈲
 
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
 
 

川
 
入
所
定
員
が
三
十
 
 

第
三
十
一
 
 

診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
職
員
と
の
連
携
に
 
 

よ
り
、
二
十
四
時
間
の
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

看
護
体
制
加
算
㈱
イ
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

看
護
体
制
加
算
〓
ロ
を
算
定
す
べ
 
 

看
護
体
制
加
算
〓
イ
を
算
定
す
べ
 
 

て
い
な
い
こ
と
。
 
 
 

の
算
定
方
法
第
十
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
 

言
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
人
以
上
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

き
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
 
 

に
お
け
る
看
護
体
制
加
算
に
係
る
施
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
 
 

一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
 
 

「
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
 
 

「
適
所
介
護
 
 

一
八
頁
 
 
 



第
三
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

呵
刊
丑
・
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
施
設
基
準
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

闇
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
㈱
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

H
 
 
（
略
）
 
 

口
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
十
二
月
間
に
お
け
る
新
規
入
所
者
の
総
 
 

数
の
う
ち
、
医
療
機
関
を
退
院
し
入
所
し
た
者
の
占
め
る
割
合
か
ら
 
 

自
宅
等
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
に
規
定
 
 

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予
 
 

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
 
 

ぅ
事
業
所
並
び
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
 
か
ら
入
所
し
 
 

た
者
の
占
め
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
数
が
百
分
の
三
十
五
以
上
で
あ
 
 

四
十
四
 
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
看
取
り
介
護
加
算
に
係
る
 
 

第
三
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

四
十
三
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

闇
 
ハ
惚
か
ら
㈲
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

呵
¶
コ
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
 
 
 

施
設
基
準
 
 

施
設
基
準
 
 

が
で
き
な
い
特
段
 
 

日
・
囲
 
 
（
略
）
 
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

Ⅲ
 
ロ
Ⅲ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
 
 

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
こ
の
 
 

当
該
基
準
を
満
た
す
こ
と
 
 

限
り
で
な
い
。
 
 

三
十
四
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
施
設
基
準
 
 

Ⅲ
 
 
（
略
）
 
 
 

惚
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
仙
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
 
 

ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

H
 
 
（
略
）
 
 

日
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
十
二
月
間
に
お
け
る
新
規
入
所
者
の
総
 
 

数
の
う
ち
、
医
療
機
関
を
退
院
し
入
所
し
た
者
の
占
め
る
割
合
か
ら
 
 

自
宅
等
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
に
規
定
 
 

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
予
 
 

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
 
 

ぅ
事
業
所
並
び
に
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
を
除
く
。
）
 
か
ら
入
所
し
 
 

た
者
の
占
め
る
割
合
を
減
じ
て
得
た
数
が
百
分
の
三
十
五
以
上
で
あ
 
 

る
こ
と
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

三
十
二
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
 
 
 

施
設
基
準
 
 

日
・
囲
 
 
（
略
）
 
 
 

㈲
 
 
（
略
）
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
二
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
二
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

五
十
二
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
介
 
 
 

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
に
お
け
る
入
所
者
山
人
当
た
り
の
面
積
が
 
 

、
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

五
十
一
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
準
 
 

呵
刊
司
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

矧
．
十
l
廿
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 

．
 

新
山
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

間
引
州
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

印
可
山
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
 
 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
 
 
 

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
Ⅲ
 
 
 

㈲
中
 
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ロ
 
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
旧
 
 

幽
中
 
「
第
四
号
口
吻
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
惚
」
 
と
読
み
替
え
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
二
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

四
十
一
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

剰
州
朝
こ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
Ⅲ
㈲
 
 

中
 
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

ロ
 
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

－
 

第
州
嘲
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ホ
川
佃
 
 
 

中
 
「
第
四
号
口
吻
」
と
あ
 

三
十
五
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
 
 
 

る
施
設
基
準
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
 （略
）
 
 

召
州
 
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
 
 
 

ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
 
 
 

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
月
割
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

コ
ヨ
叫
 
平
成
十
八
年
四
月
t
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
療
養
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
た
り
の
面
積
が
 
 

、
八
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 
 

矧
刃
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
算
の
施
設
基
準
 
 二

〇
頁
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第
十
二
号
ル
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ル
仙
 
 
 

㈲
又
は
闇
㈲
中
「
第
四
号
ロ
②
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
と
 
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

卜
 
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ホ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

へ
 
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

囲 
第 
十 
二 

号 
へ 

の 

規 
定 
を 
準 

用 

予 ー す 
る 

ス 
。 

費 こ 

の 

い‥‥ 場 
1 合 

「 に 
お 

い 
て 

、 

同 

号 
へ 

Ⅲ   

る
も
の
と
す
る
。
 
 

ハ
 
エ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
 
 
 

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
ヲ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヲ
㈲
 
 

中
「
第
四
号
口
闇
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
と
読
み
替
え
る
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

チ 

旧 
H 
及 
び 

掛 
か 

ら 

㈲ 
ま 

で 
」  

と 

あ 

「
病
室
」
 
 

第
十
二
号
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
療
養
病
床
に
係
る
病
室
」
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
り
中
 
 

と
、
同
号
り
田
中
 
「
 
 
 

へ
 
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
 
 
 

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
川
副
ル
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ル
仙
㈲
 
 
 

又
は
闇
㈲
中
「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
吻
」
 
と
読
 
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

ト
 
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
川
副
ヲ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ヲ
㈲
中
 
 
 

「
第
四
号
口
闇
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
も
 
 
 

の
と
す
る
。
 
 

ホ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
 
 
 

定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
州
瑚
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

ハ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
 
 
 

養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 
 

剰
州
朝
へ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
へ
田
圃
 
 
 

中
 
「
第
四
号
口
畑
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
闇
」
 
と
読
み
替
え
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

ニ
 
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
介
護
療
養
 
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
八
号
チ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

t
〓
頁
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囲
又
は
闇
相
中
「
第
四
号
ロ
㈲
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
㈲
」
 
と
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
 
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
町
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

五
司
¶
対
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

ヨ
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
院
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
五
l
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

五
十
九
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
 
 

五
十
八
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
 
 

チ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
 
 
 

き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
 
 

係
る
施
設
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
4
に
 
 
 

下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
 
 
 

百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
 
 

一
月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
二
十
人
以
下
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
 
 

第
十
一
 
 
言
方
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
り
仙
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

矧
．
¶
矧
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
設
備
基
準
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

チ
 
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
 
 

き
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準
 
 

第
剰
川
副
り
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ワ
Ⅲ
囲
 
 

又
は
②
囲
中
 
「
第
四
号
口
櫛
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
号
イ
畑
」
 
と
読
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

四
十
二
 
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
 
 
 

算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

四
十
三
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

矧
可
到
 
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
基
準
 
 
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 
 

呵
¶
司
 
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
院
す
る
者
に
対
す
る
 
 
 

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

二
二
頁
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第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刀
刃
 
措
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

六
十
二
 
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
 
 
 

法
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
 
「
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
百
十
七
条
に
定
め
る
看
護
職
 
 
 

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
 
 

六
十
三
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

剣
山
u
l
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刊
画
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 

定
め
る
基
準
 
 
 

剰
州
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

村
可
到
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

河
村
朝
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
¶
司
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
 
 
 

活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

六
十
一
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 

六
十
 
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
に
お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
5
に
係
る
施
設
基
 
 

叫
 
 

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
6
に
係
る
施
設
基
準
 
 

護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
4
に
係
る
施
設
基
準
 
 

所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
五
回
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
事
業
 
 

月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
五
回
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
五
人
以
下
の
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
事
業
 
 

r
．
 
E
－
1
r
r
t
 
卜
ト
．
■
ト
L
 
L
 
 

】
l
 
 
 
 
－
 
 
 
h
■
■
■
■
 
 

四
十
七
 
指
定
介
護
予
防
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
 
 
 

法
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
 
「
指
 
 
 

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
百
十
七
条
に
定
め
る
看
護
職
 
 
 

員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
 
 

笥
州
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

l
 第

矧
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

l
 
 

笥
九
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 
 

剰
司
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

五
十
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
 
 
 

る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

刻
司
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刊
」
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
 
 
 

活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 
 

－
 

剰
月
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
コ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準
 
 

－
ト
ト
ト
跡
V
i
L
P
7
－
†
 
ノ
l
m
m
－
い
†
l
u
1
 
 

戸
 
 

止
廿
廿
リ
ト
伸
甘
一
重
り
直
■
亮
甘
J
】
－
 
 

け
り
十
川
 

蓼
▲
む
 

二
三
頁
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七
十
七
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
 
 

第
二
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

廿
刃
対
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 

事
業
所
で
あ
る
こ
と
。
 
 

判
¶
剥
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

七
十
四
 
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
に
 
 

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

七
十
三
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

七
十
二
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

七
十
一
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
環
境
減
算
 
 
 

の
施
設
基
準
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
第
十
七
号
イ
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

廿
．
¶
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
 
 
 

減
算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

山
川
－
¶
瑚
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

司
刀
川
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

萄
劉
 
 

第
二
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

一
月
当
た
り
実
利
用
者
数
が
 
 

の
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
2
に
係
る
施
設
 
 
 

五
人
以
下
の
指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
 
 

同
生
活
介
護
に
係
る
夜
間
ケ
ア
加
 
 

お
け
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

山
川
刃
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準
 
 

五
十
九
 
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

第
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

刊
刀
川
 
従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
 
 
 

養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
基
準
 
 

五
十
六
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
療
養
 
 
 

剰
堵
親
身
の
施
設
基
準
 
 

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ハ
中
 
「
第
 
 
 

四
号
イ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
七
号
イ
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

苛
到
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
 
 
 

境
減
算
の
施
設
基
準
 
 

第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
ヨ
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
 
 
 

す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

．
 

矧
山
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

召
．
町
 
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
療
養
体
制
維
持
特
別
加
 
 
 

算
の
施
設
基
準
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

二
四
頁
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二
五
頁
 
 
 

T
せ
 
 



○
 
介
護
保
険
法
施
行
規
則
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
 
 

第
九
条
 
法
第
八
条
第
六
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

第
一
条
～
第
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

う
。
）
 
の
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）
 
 

第
九
条
の
二
 
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
 
 
 

及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
 
 
 

介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
 
 

歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
 
（
 
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
 
 

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 
 

二
 
病
院
、
診
療
所
又
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
ン
ヨ
 
 

師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
 
 

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
 
 

）
 
第
六
十
条
第
 
 

省
告
示
第
三
十
七
号
。
 
 

笥
叫
革
製
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
 
 
 

及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
 
 

以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
六
十
三
条
第
 
 

に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
 
 

項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
い
 
 

診
療
所
又
は
薬
局
の
歯
科
衛
生
士
 
 

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
 
と
い
う
。
 
 

ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
 
 
 

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
 
 

の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
 
 
 

）
 
及
び
管
理
栄
養
士
 
 

（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
 
 

ン
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

る
者
は
、
次
の
各
号
い
 
 

設
備
及
び
運
営
並
び
 
 

第
一
章
 
総
則
 
 

第
一
条
～
第
八
条
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
九
条
 
法
第
八
条
第
六
項
 
 

（
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
導
）
 
 

第
九
条
の
二
 
法
第
八
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
 
 
 

及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
、
居
宅
要
 
 
 

介
護
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
管
理
又
は
 
 
 

歯
科
医
学
的
管
理
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
 
（
 
 
 

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
い
う
。
 
 

び
管
理
栄
養
士
と
す
る
。
 
 

（
歯
科
衛
生
士
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
 
 

が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
 
 

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

歯
科
衛
生
士
 
 

頁   



第
十
条
～
第
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
十
四
条
 
法
第
八
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
 
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 

第
十
五
条
～
第
二
十
二
条
の
七
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
二
十
二
条
の
八
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
 
 

以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
 
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
 
 
 

も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
 
 
 

導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

5
 
保
健
師
、
 
 

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
 
 
 

び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
び
管
理
栄
養
士
 
 
 

と
す
る
。
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
 
 
 

導
）
 
 

第
二
十
二
条
の
九
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
 
 
 

上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
 
 

、
居
宅
要
支
援
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
 
 
 

指
導
に
相
当
す
る
も
 
 

）
 
に
よ
り
行
わ
れ
る
 
 

四
 
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

く
。
）
 
 

い
て
、
実
施
さ
れ
る
療
養
上
 
 

保
健
師
、
看
護
師
、
 
 

看
護
師
又
は
准
看
護
師
 
 

居
宅
療
養
管
理
指
導
 
 

の
を
行
う
保
健
師
、
 
 

准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
 
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
 
 

の
相
談
及
び
支
援
と
す
る
。
 
 

る
診
療
所
 
 

（
歯
科
衛
生
士
 
 

看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
く
。
 
 

は
、
居
宅
要
介
護
者
の
居
宅
に
お
 
 

（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
 
 

が
行
う
居
宅
療
養
管
理
 
 

第
十
条
～
第
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
十
四
条
 
法
第
八
条
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
 
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
 

第
十
五
条
～
第
二
十
二
条
の
七
 
 
（
略
）
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）
 
 

第
二
十
二
条
の
八
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
 
 

当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
含
む
。
次
条
第
三
 
 
 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
及
び
管
理
栄
養
士
と
す
る
。
 
 

（
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
上
の
管
理
及
び
指
 
 
 

導
）
 
 

第
二
十
二
条
の
九
 
法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
療
養
 
 
 

上
の
管
理
及
び
指
導
の
う
ち
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
は
 
 

、
居
宅
要
支
援
者
の
居
宅
を
訪
問
し
て
行
う
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
医
学
的
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
そ
の
他
の
事
業
者
に
対
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
（
法
第
八
 
 
 

条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

の
策
定
等
に
必
要
な
情
報
提
供
（
当
該
居
宅
要
介
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
 
 
 

も
の
に
限
る
。
）
 
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
 
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
上
で
の
留
意
点
、
介
護
方
法
等
に
つ
い
て
の
指
 
 
 

導
及
び
助
言
と
す
る
。
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

歯
科
衛
生
士
 
 （
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
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